
厚木市立児童館の設置に関する要綱  

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、児童の健康を増進し、情操を豊かにするための施設として設置する

厚木市立児童館（以下「児童館」という。）の設置基準、規模その他について必要な事

項を定めるものとする。 

（設置の条件） 

第２条 児童館は、次に掲げる要件に該当する場合に設置する。 

(1) 自治会から要望があること。 

(2) 設置場所が、環境その他児童館の設置に適すること。 

(3) 設置場所の小学校通学区域の児童対象者数を考慮した上で、児童館の設置が必要で

あると認められること。 

(4) その他市長が必要と認める場合 

（規模） 

第３条 建物の延べ床面積は１８５．１２平方メートル以上とし、適当な広場を有するこ

ととする。 

２ 児童館には、遊戯室、図書室、和室その他児童の健全な育成に必要な設備を設けるも

のとする。 

（設置希望の申出） 

第４条 児童館の設置を希望する自治会長（以下「申出者」という。）は、厚木市立児童

館設置希望申出書（第１号様式）により市長に申し出なければならない。 

（事前調査） 

第５条 市長は、前条の申出があったときは現地を調査し、土地の状況、申出の内容を確

認するとともに、申出の場所が児童の利用上その他適当であるか否かを検討するものと

する。 

（設置方針の決定） 

第６条 市長は、前条の調査結果を踏まえ、設置の可否を決定するものとし、この場合の

設置順位は、原則として設置希望の申出の早いものを優先するものとする。 

２ 市長は、前項の決定に当たっては、単年度に１館の設置を原則とするほか、財政事情

を考慮し、設置に要する経費が確保できる見通し等について配慮するものとする。 

（設置方針の通知） 

第７条 市長は、設置することを決定したときは、厚木市立児童館設置方針決定通知書

（第２号様式）により申出者に通知するものとする。 

（工事着手前の措置） 

第８条 市長は、設置工事の着手前に、土地境界の確定、所有権以外の権利の排除その他

児童館の設置に支障がある事項を整理し、土地の所有者と必要な契約を締結するものと

する。 

（運営管理の委託） 

第９条 市長は、設置工事が完了したときは、速やかに厚木市立児童館条例（昭和４２年

厚木市条例第６号）第３条に基づき運営管理を委託するものとする。 



２ 市長は、運営管理を委託する場合は、厚木市立児童館運営業務委託契約書により契約

を締結するものとする。 

（管理台帳の整備） 

第 10 条 市長は、児童館の運営管理を委託したときは、速やかに児童館の運営管理等に

関し必要な事項を厚木市立児童館管理台帳に記録するものとする。 

（用地の買取り） 

第 11 条 児童館の設置後において、特別な事由により当該土地所有者から用地の買取り

の申出がなされたときは、市長が当該児童館の用地の取得を必要と認めたときに当該用

地を取得するものとする。 

  

   附 則 

この要綱は、平成10年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成17年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成20年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成28年４月１日から施行する。 

 



（第１号様式） 
厚木市立児童館設置希望申出書 

令和     年     月     日 
 

厚木市長  
 

申出者  
 
       
     （電 話   －     ） 

 
厚木市立児童館の設置をお願いいたしたく、次のとおり申し出いたします。 

設置希望場所 厚木市 

設置希望 
土地の表示 

所 在 厚木市 

地 目  地 積         平方メートル 

所有者氏名  

所有者住所  

設 置 希 望 年 度 令和       年度 

設 置 希 望 面 積 平方メートル 

添 付 書 類 
□ 位置図    □         □  
 
□       □ 

 
 
 
 
 



（第２号様式） 
厚木市立児童館設置方針決定通知書 

令和     年     月     日 
 

           様  
 
 

厚 木 市 長    
 
      

 
令和  年  月  日付けで申出のあった厚木市立児童館の設置について、次の

とおり決定いたしましたので通知します。 

設 置 予 定 場 所 厚木市 

設 置 予 定 
土 地 の 表 示 

所 在 厚木市 

地 目  地 積         平方メートル 

所有者氏名  

所有者住所  

設 置 予 定 年 度 令和       年度 

設 置 予 定 面 積 平方メートル 

条 件 
そ の 他  

 


